
　重点施策１

かわさき教育プラン-重点施策評価シート（平成26年度）その１

●重点施策の目指す方向（成果）

●実施方法

プロジェクトによる総合評価

・いじめ、暴力行為、不登校をはじめ、一人ひとりの教育的ニーズに迅速かつ的確な対応を図るため、従
来の特別支援教育コーディネーターの機能を拡充し、いじめや不登校の未然防止や早期発見・早期対応な
ど、児童支援活動の中心的役割を担う児童支援コーディネーターの専任化を小学校４４校で行い、学校全
体で組織的な支援を行うための体制作りを推進した。

・いじめ、不登校対策として、「かわさき共生＊共育プログラム」を全校で継続実施するとともに、平成
２６年５月に「川崎市いじめ防止基本方針」を策定、平成２６年１０月に「川崎市いじめ防止対策連絡協
議会等条例」を制定した。また、各区１名（計７名）体制のスクールソーシャルワーカーを活用し、いじ
め、不登校、児童虐待等の課題を抱える児童生徒、保護者へのきめ細やかな相談支援を進めた。

・人権尊重教育や子どもの権利学習を推進するため、子どもたち一人ひとりが違いを認め合い、互いの人
権を尊重し合えるよう、教職員や保護者への研修を実施するとともに、さまざまな教育活動の中で、子ど
もたち自身が自らの権利について理解し成長できるよう、「子どもの権利学習資料」の内容改善を図っ
た。

・今後の本市の特別支援教育の在り方、方向性等を示した「第２期川崎市特別支援教育推進計画」を、平
成２７年３月に策定した。

・特別支援教育の推進のため、特別支援教育サポーターの配置（１６２校、４４６名）や、特別支援学
校、特別支援学級の児童生徒に対して、「個別の教育支援計画（サポートノート）」の作成を進め、家庭
と学校の情報共有、進学時における専門機関への引継ぎ等の活用を図った。また、中央支援学校訪問部の
開設及び情緒障害児短期治療施設内の学級設置に向けた取組を進めた。

・特別支援学校における障害の比較的軽度な生徒に対して、３年間の充実した学校生活を通じて、働く意
欲や態度の育成とともに、自尊感情、規範意識、人と関わる力の育成をめざした教育を進めた。また、田
島支援学校に非常勤看護師を配置し、医療的ケアを実施するとともに、医療的ケア運営会議等において
小・中学校・特別支援学校の医療的ケアについての安全性の確認を行った。

・中央支援学校小学部分教室における障害特性に応じた専門的な教育と交流籍等による小学校との交流及
び共同学習を推進するとともに、さくら小学校の重複障害指導グループとしての交流及び共同学習等の研
究を進めた。

・海外帰国・外国人児童生徒の支援について、教育相談を実施（相談件数１70件）するとともに、新た
に１65名の児童生徒に対して日本語指導等協力者を派遣し、初期の日本語指導や中学校３年生の高校進
学に向けた学習支援を行うことにより、対象児童生徒の自ら学ぶ意欲の向上を図った。

・就学援助について、部活動にかかる費用の援助を新たに実施するとともに、証明書類の添付を省くこと
で保護者等の事務負担を軽減した。

重点施策１ 共に生き、共に育つ環境を創り、心を育む
プロジェクト実施体制
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・生命の尊さや価値を知り、お互いの存在を尊重できる、心豊かな子どもたちを育て
る。

・すべての教育活動の中で「いのち・こころの教育」、「人権尊重教育」などを推進す
るとともに、多様な価値観を尊重する姿勢を育む「多文化共生教育」を推進する。

・いじめ・不登校の未然防止・早期発見を重視するとともに、相談体制や不登校の
児童生徒の居場所づくりと学校への復帰支援などの充実を図る。

・特別な教育的ニーズのある児童生徒一人ひとりの特性に応じた適切な支援が行
われるよう、校内支援体制を整備するとともに、学校支援の充実を図る。

・海外帰国・外国人児童生徒の就学支援・相談体制の充実を図る。

●重点施策の実施結果
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・児童支援コーディネーターの専任化を推進することにより、学校全体の教育力・課題解決力を高め、児
童が安心して過ごせる学級づくりや学力向上の基盤の整備を進める。

・「第2期川崎市特別支援教育推進計画」に基づき、通級指導教室・特別支援学校のセンター的機能によ
る学校支援の充実や、特別支援教育サポーターの配置などにより、特別な教育的ニーズのある児童生徒へ
の支援を充実させるなど、一人ひとりの持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するための
体制づくりに取り組む。

・スクールカウンセラーの継続的な配置やスクールソーシャルワーカーの活用、また保健・福祉機関をは
じめとする関係諸機関との連携を推進することで、課題を抱える児童生徒やその保護者に寄り添うきめ細
やかな支援を行うとともに、児童生徒のより安全・安心な環境づくりに向けた取組を進める。

●課題・問題点

・小学校において、学校全体の組織的な支援体制作りをさらに進め、教育力・問題解決力を高めることに
より、児童が安心して過ごせる学級づくりや、学力向上の基盤の整備を進めていく必要がある。

・区の対応力を一層強化するため、区の実情に応じたスクールカウンセラーやスクールソーシャルワー
カーの活用や配置の在り方等を検証していく必要がある。

・特別支援学校・特別支援学級在籍児童生徒数の増加、通常の学級における教育的ニーズの多様化などが
進んでいることから、障害の有無にかかわらず、一人ひとりの教育的ニーズに適切に対応していく教育が
求められている。

川崎市教育改革推進会議における意見内容

課題への対応と今後の方向性

・特別支援学級に在籍する児童生徒の増加への対応や、障害が比較的軽度な児童生徒の一般就労に向けた
取組などを推進するために、人的支援が重要である。

・スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどの専門家の支援を必要としている子どもや保
護者が増加しているため、支援体制強化に向けた取組を進めてほしい。

・児童支援コーディネーターの配置により、校内支援体制が強化され、課題への早期対応につながってい
ることから、専任化を進めてほしい。

●総合評価

・「川崎市いじめ防止基本方針」に基づき、各学校において「学校いじめ防止基本方針」を定め取組を進
めるとともに、児童支援コーディネーターの専任化による支援体制作りや「かわさき共生＊共育プログラ
ム」を全校で継続して実施したことなどにより、いじめの早期発見につながり、迅速な対応を図ることが
できた。また、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの活用の促進など、課題を抱える児
童生徒・保護者への相談支援を充実することにより、いじめ解消につなげることができた。

・「第２期川崎市特別支援教育推進計画」の策定により、共生社会の実現に向けた取組として、障害の有
無にかかわらず、教育的ニーズのあるすべての子どもを対象に、一人ひとりの教育的ニーズに適切に対応
していく支援教育という新たな概念のもとに取り組むとともに、障害のある子どもの教育的ニーズに応じ
た特別支援教育のさらなる充実に向けた取組を推進していくための在り方、方向性を示すことができた。

・特別支援教育対象児童生徒の増加や教育的ニーズが多様化する中、特別支援教育サポーターの配置や特
別支援学校、特別支援学級の「サポートノート」の効果的な活用を進めるとともに、通常の学級における
特別な教育的ニーズのある児童生徒の「個別の指導計画」の作成を推進したことにより、一人ひとりの教
育的ニーズに対応したきめ細やかな支援の充実を図ることができた。
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●展開する事業の進捗状況（事業目標）

1

1

2

3

事業名 ①児童支援コーディネーター専任化の推進 所管部署 指導課

事業の概要

　小学校の全ての児童を対象に、いじめ、暴力行為、不登校をはじめ一人ひとりの教育的ニーズに迅速か
つ、的確な対応を図る児童支援活動の中心的役割を担う児童支援コーディネーターの専任化を進め、学校
全体で組織的な支援を行うための体制作りを推進します。

事業名
②子どもたちの豊かな人間関係を育む

共生・共育の推進
所管部署

教育改革推進担当・情報・視聴覚
センター

事業の概要

　学校におけるいじめ・不登校問題を未然に防止するため、子どもたちの人間関係づくりをサポートする「か
わさき共生＊共育プログラム」の推進や、いじめ・不登校を生まない学級づくりに向けて、教職員の指導力
向上をめざした取組や学校における登校支援体制の充実を図る取組を推進します。また、インターネット上
での「けいじ板」や「ブログ」「プロフ」等での誹謗中傷、ケータイゲームサイトでのトラブルなど、ネットいじめ
を含む児童生徒のトラブルへの対応は大きな課題であり、「インターネット問題相談窓口」による子どもたち
のインターネット問題に対する相談対応と未然防止の取組の一層の充実を図ります。

平成26年度事業目標これまでの取組と現状
児童支援コーディネーターの専任
化（小学校35校）

進捗状況を踏まえての次年度の方向性
●児童支援コーディネーターの専任化の拡充（小学校65校）

平成26年度進捗状況
●児童支援コーディネーターの専任化（小
学校44校）

児童支援コーディネーターの専任化（小学
校44校）

これまでの取組と現状 平成26年度事業目標 平成26年度進捗状況
「かわさき共生＊共育プログラム」
実践の継続、指導資料等の配布な
ど、子どもたちの豊かな人間関係
づくりに向けた取組の充実

「かわさき共生＊共育プログラム」による
ソーシャルスキルの向上、人間関係の改善
など、子どもたちの豊かな人間関係づくりに
向けた取組の充実

●各校の「かわさき共生＊共育プログラム」
推進担当者に向けての研修会を３回開催す
るとともに、各校の要請訪問を２８回を実施
し、指導の充実を図った。また、市内１５校
に研究協力校を設置し、取組を支援すると
ともに効果測定を実施した。またプログラム
の第２版を配布するとともに、研修等で活用
し、啓発を行った。

進捗状況を踏まえての次年度の方向性
●アンケートの普及（未実施校への働きかけ）やその結果の効果的な活用を図るなど、指導課、区教育担当と連携しながら、各
校の児童生徒指導の充実やチーム対応等の体制づくりを推進する。

「インターネット問題相談窓口」によ
る対応

「インターネット問題相談窓口」による対応 ●インターネット問題相談窓口を総合教育
センターに移管し、相談に対し迅速な対応、
相談をし、ネットパトロール実施での未然防
止（誹謗中傷、有害情報、個人名等削除）を
他機関と連携して行った。また、総合教育セ
ンター主催の川崎市立学校インターネット問
題連絡協議会に出席したり、大人・保護者
のためのインターネット講座（リーフレット）
や相談窓口カード（児童生徒用）の周知、啓
発活動に協力したりした。

いじめ・不登校の未然防止に向け
た取組の推進

効果測定等を活用した、いじめ、不登校の
未然防止に向けた取組の推進

●校内研修を要請された際には、実際の
データを使って、効果測定の見取り方や対
応について、参加体験型研修を行い、いじ
め・不登校など、集団に不適応を起こしてい
る児童生徒の早期発見や対策・方策づくり
など、各校の児童生徒理解、指導の充実を
図った。
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指導課

事業名

事業の概要

　「川崎市子どもの権利に関する条例」の趣旨を踏まえて、さまざまな教育活動の中で､子どもたち自身が自
らの権利について理解し、成長できるよう子どもの権利学習を推進します。また、子どもを一人の人間（権利
の主体）として尊重し、権利侵害から守り、自分らしく生きていくことを支えていくために学校・家庭･地域の連
携による子どもの権利保障を推進します。

　子どもたちが自己肯定感を高め、自尊感情や自信を持って生きていく姿勢や、他者を尊重する姿勢を育
みます。また、読書活動やさまざまな体験活動等を通して豊かな人間性や社会性を育成するとともに、善悪
を判断する力、基本的な生活習慣・行動規範などが身に付くように家庭や地域と連携した取組を推進し、社
会の一員としてのあり方を身につけた子どもを育てます。

③いのち、こころの教育の推進 所管部署

事業の概要

事業名

事業の概要
　「川崎市子どもの権利に関する条例」の趣旨を踏まえて、子どもたち一人ひとりが違いを認め合い、互い
の人権を尊重し合えるように人権尊重教育を推進します。

事業名

これまでの取組と現状 平成26年度事業目標 平成26年度進捗状況

●道徳に関わる研究、研修の充実、道徳教育全体計画の作成と見直しの啓発を図る。
●各学校の道徳教育や体験活動の一層の充実を目指した取組に対する支援の充実を図る。

道徳教育の充実、体験活動（自
然、社会、文化芸術等）やいのちの
大切さに触れる学習活動の実施

これまでの取組と現状 平成26年度事業目標 平成26年度進捗状況

学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育
の充実

●道徳教育全体計画の作成と見直しの啓
発を図るため、道徳主任会での資料の配付
や指導事例集に作成の説明を掲載した。
●道徳の時間の事例集の作成、道徳に関
わる研修の実施、研究推進校による研究に
より、道徳教育の充実を図った。

豊かな心を育むことをめざした自然、社会、
文化芸術等、体験活動の充実

●各種体験活動を各校の実態に合わせて
実施し、豊かな人間性や社会性の育成を目
指した。

④人権尊重教育の推進 所管部署 人権・共生教育担当

進捗状況を踏まえての次年度の方向性

人権・同和教育、外国につながる
子どもたちへの教育に関する研
修・啓発等の実施

人権・同和教育、外国につながる子どもたち
への教育に関する研修・啓発等の実施

●各学校の人権尊重教育推進担当者への
研修ほか、教職員、保護者への研修を実施
し、人権尊重教育への理解を深めた。

「かわさきKタイム」の活用など人権
に係る参加・体験型学習の実施

人権に係る参加・体験型学習の研修・啓発
等の実施

●学校現場への研修や、教職員の年次研
修等を通じ、人権に係る参加体験型学習を
推進した。

進捗状況を踏まえての次年度の方向性
●引き続き、各種研修ほか学校現場への研修会等を通じ、人権尊重教育を推進していく。

これまでの取組と現状 平成26年度事業目標 平成26年度進捗状況

人権・共生教育担当⑤子どもの権利学習の推進 所管部署

「子どもの権利学習資料」の充実に
向けた検討や、検討を踏まえた資
料作成の実施・配布

「子どもの権利学習資料」の充実に向けた
検討や、検討を踏まえた資料作成の実施・
配布

●関係者による検討の場を開催した。小学
校高学年版資料及び中・高校生版資料の
内容をさらに改善し配布した。

子どもの権利学習派遣事業の実施 子どもの権利学習派遣事業の実施 ●小学校2～4年生を対象として計画的に実
施した。講師派遣団体と今年度の実施状況
の意見交換を行い事業の検証を図った。

進捗状況を踏まえての次年度の方向性
●実態に合った効果的な学習資料となるよう引き続き検討するとともに、子どもの権利学習派遣事業の運営についても改善を図
る。
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⑧小・中・高等学校等における特別支援教育の推進

事業の概要

所管部署 指導課・特別支援教育センター

　従来の特殊教育の対象だけでなく、ＬＤ（学習障害）、ＡＤＨＤ（注意欠陥／多動性障害）、高機能自閉症等
を含めて特別な教育的ニーズのある子どもたち一人ひとりの特性に応じた適切な支援が行われるよう、小・
中・高等学校における特別支援教育コーディネーターの専門性の向上を図り校内の相談支援体制の充実
に努めるとともに、特別支援教育サポーターや巡回相談員等の学校支援体制の充実と効率化を図ります。

事業名

　不登校児童生徒等に対する個別カウンセリングや学習活動、体験活動、グループ活動等を組織的、計画
的に行う適応指導教室「ゆうゆう広場」の充実を図ります。また、児童相談所やＮＰＯ法人、フリースペース
などの関係機関と児童生徒の在籍校との連携により、子どもたちへの多様な教育機会の提供や相談機能
の充実を図ります。

事業名

事業の概要

⑥いじめ・不登校等を生まない環境づくりと
早期対応に向けた取組

所管部署 指導課・教育相談センター

指導課・教育相談センター事業名

●各区1名配置体制が整ったスクールソー
シャルワーカーを活用し、いじめ･不登校･児
童虐待等の問題を抱える児童生徒･保護者
へのきめ細やかな相談支援を進めた。

事業の概要

　教員の学級経営能力や児童生徒指導、教育相談に関する力量の向上とあわせて、スクールカウンセラー
やスクールソーシャルワーカーの活用による適切な相談機関、区役所の保健・福祉関係部署等との連携な
ど、いじめ・不登校等に対する相談機能を充実させ、未然防止・早期発見・適切な対応を図ります。また、い
じめ・不登校等に対して学級担任だけで抱えこまず、組織的に対応する校内体制づくりと、いわゆる「中１
ギャップ」への対応など小学校と中学校間の連携を推進します。

スクールカウンセラーと学校巡回カウンセ
ラーの配置

●市立中学校全52校へのスクールカウンセ
ラーの配置継続及び市立小学校、高等学
校への学校巡回カウンセラーの派遣によ
り、いじめ・不登校等の諸問題に対する未然
防止、早期対応・早期解決に向けた、学校
における相談体制の充実が図られた。

スクールカウンセラーと学校巡回カ
ウンセラーの配置

これまでの取組と現状 平成26年度事業目標 平成26年度進捗状況
スクールソーシャルワーカーの各
区1名配置・相談支援の強化

スクールソーシャルワーカーの各区1名配
置・相談支援の強化の推進

●適応指導教室に通級する199名の児童生
徒に対し、小集団での体験活動・学習活動
を通して自主性の育成や人自尊感情を高
め、学校や社会復帰につながるような支援
を行った。

川崎市いじめ防止基本方針策定に
向けた検討

川崎市いじめ防止基本方針策定 ●川崎市いじめ防止基本方針を策定すると
ともに、川崎市いじめ防止対策連絡協議会
等条例の制定を図った。

進捗状況を踏まえての次年度の方向性
●スクールカウンセラー、学校巡回カウンセラーの配置・派遣継続及びスクールソーシャルワーカーの派遣継続により各学校に
おける相談体制の充実を図る。

⑦不登校児童生徒等に対する相談・支援の充実 所管部署

特別支援教育サポーターの配置
（110人分）

特別支援教育サポーターの配置拡充（120
人分）

●特別支援教育サポーターを配置した（162
校、446人）。

これまでの取組と現状 平成26年度事業目標 平成26年度進捗状況
適応指導教室の運営 適応指導教室の運営を通した不登校児童

生徒への支援の充実

長期入院、入所児童・生徒の学習支援のあ
り方検討

●中央支援学校訪問部の開設及び情緒障
害児短期治療施設内の学級設置に向けた
取組を進めた。

進捗状況を踏まえての次年度の方向性
●市内に設置している6か所の適応指導教室を継続運営し、不登校児童生徒への支援の充実を図る。

これまでの取組と現状 平成26年度事業目標 平成26年度進捗状況

特別支援学校や支援級の「サポー
トノート」の普及

特別支援学校や支援級の「サポートノート」
の普及

●特別支援学校や支援級に「サポートノー
ト」を普及し、効果的に活用した。

通常の学級における特別な教育的
ニーズのある児童生徒に対し「サ
ポートノート簡易版」（個別の教育
支援計画）の普及の推進

通常の学級における特別な教育的ニーズ
のある児童生徒に対し「サポートノート簡易
版」（個別の教育支援計画）の普及の継続

効果的な支援及び研修体制の再
構築の推進

効果的な支援及び研修体制の再構築の継
続
・特別支援学校等による地域支援の充実
・学校の要請による研修やケース会等の学
校支援の充実

●巡回相談及び巡回指導のあり方を整理し
効率化を進めた。

●通常の学級における特別な教育的ニー
ズのある児童生徒の「個別の指導計画」の
作成を推進した。

進捗状況を踏まえての次年度の方向性
●学校支援体制の充実と効率化を引き続き推進する。
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指導課・特別支援教育センター・
教育環境整備推進室

指導課・カリキュラムセンター
⑪海外帰国・外国人児童生徒の
就学支援・相談体制の充実

所管部署事業名

事業の概要

　「川崎市外国人教育基本方針」を踏まえ、外国人市民や異なる文化的背景の中で育った子どもたちが自
分たちの文化に対する自尊感情を育むと同時に、全ての子どもたちが異文化を理解し、尊重することで、共
に生きる豊かな社会を築いていこうとする意識と態度を育みます。

進捗状況を踏まえての次年度の方向性

事業の概要

　特別支援学校では、児童生徒数が増加しており、施設の狭あい化や障害の多様化、重複化、複雑化及び
卒業後の進路が課題となっていることから、田島支援学校本校及び分校の再編整備や中央支援学校の分
教室設置等の教育環境の整備を推進します。また、児童生徒の実態や教育的ニーズにあった支援が必要
なことなどから、田島支援学校において医療的ケア支援事業の充実を図ります。

所管部署

⑨特別支援学校における専門的教育の推進

事業の概要
　海外帰国・外国人児童生徒等の日本語指導及び学校生活への適応等心のケアを図るために、日本語指
導等協力者の派遣を充実します。また、区役所等と連携した就学相談や児童生徒・保護者のニーズに応じ
た進路・進学相談の体制を充実します。

事業名

人権・共生教育担当

●日本語指導等協力者、特に学習支援員の指導力向上にむけた研修の充実を図る。また、帰国・外国人児童生徒教育担当者
会での研修の充実を図る。

進捗状況を踏まえての次年度の方向性

●引き続き、一人ひとりの教育的ニーズを的確に把握し、適切な指導及び必要な支援を実施する。
●軽度の障害生徒の社会的自立促進に向け、高等特別支援学校化を含めた検討を行う。

相談・就学体制づくりのための海外帰国・外
国人児童生徒教育連絡協議会の設置

●連絡協議会として、帰国・外国人児童教
育担当者会を年間２回開催した。その中で、
相談・就学体制づくりのための研修を行っ
た。

中央支援学校高等部分教室の拡充に向け
た検討

●学校や保護者等を含めて検討を行い、平
成29年度の拡充に向けた合意形成を図っ
た。

田島支援学校における医療的ケア体制の
充実（本校・分校）

⑩多文化共生教育の推進 所管部署事業名

平成26年度進捗状況

これまでの取組と現状 平成26年度事業目標 平成26年度進捗状況
社会的自立に向けた職業教育と就労支援
の充実

●障害の比較的軽度の生徒に対して、３年
間の充実した学校生活を通じて、働く意欲
や態度の育成と共に、自尊感情、規範意
識、人と関わる力の育成をめざした教育を
進めた。

●実践事例報告会の内容の改善をし充実
を図った。また、教員間の情報交換を通し、
各学校の内容充実を図る機会とした。

●非常勤看護師を配置し医療的ケアを実施
するとともに、医療的ケア運営会議等にお
いて安全性の確認を行った。また、看護師と
の連携のもとに、担当教員による医療的ケ
アの実施のため、研修等を実施した。

・聾学校の専門性向上のための施
設改修・備品整備完了
・養護学校分教室の開設に伴う職
業教育を中心とした教育課程の設
置と施設改修・備品整備完了
聾学校と養護学校分教室のあり方
に関する検討実施

・日本語指導等協力者派遣事業の
実施
・総合教育センターを中心に区教
育担当、各学校と連携した相談・就
学体制づくり

日本語指導等協力者の指導力向上にむけ
た研修の充実

 ●日本語指導等協力者の全体の研修会を
４回、新規登録者向けを１回実施した。学校
を会場としたより実践的な指導の研修や、
大学准教授の講演などの研修を行った。

中学３年生を対象とした学習支援の充実 ●高校進学などの支援のために学習支援
員を派遣した。（10中学校17名）

これまでの取組と現状 平成26年度事業目標

進捗状況を踏まえての次年度の方向性
●民族文化講師を派遣し、多文化共生の意識と態度を育むよう引き続き実施していく。

これまでの取組と現状 平成26年度事業目標 平成26年度進捗状況

民族文化講師ふれあい事業の実
施

民族文化講師ふれあい事業の実施 ●講師派遣事業を、小学校、中学校、高等
学校、特別支援学校を対象として計画的に
実施した。

民族文化講師ふれあい事業多文
化交流会の実施

各学校の事業実施内容の充実に向け民族
文化講師ふれあい事業説明会・多文化交
流会の内容を充実
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事業名 ⑬重複障害特別支援学級の再編整備の推進 所管部署
指導課・特別支援教育センター・

教育環境整備推進室

事業名 ⑫学校と家庭の連携・相談の促進（重点施策２-②） 所管部署

中学生の部活動にかかる経費を新たに支
給

事業名 ⑭就学援助の実施

進捗状況を踏まえての次年度の方向性
●所得照会を一部システム化することで、事務処理を迅速に行う。

申請から認定にかかる作業につい
て保護者や学校の負担が軽減でき
るよう検討実施

教育委員会が課税台帳において所得を確
認することで、世帯による所得証明書類の
添付を省き、保護者・学校の負担を軽減

●より一層の周知を図ると同時に、証明書
類を省くことで保護者等の事務負担を軽減

これまでの取組と現状 平成26年度事業目標 平成26年度進捗状況
新たな支給項目の検討実施

事業の概要

　大戸小学校と稲田小学校の重複障害特別支援学級については、重複障害児童に応じたきめ細やかな教
育と通常の学級児童との交流の充実を図るため、市立養護学校の分教室（または分校）化に向けた準備を
進めます。また、さくら小学校については、「交流及び共同学習」の研究校と位置づけ、多様な障害児童に
対する効果的な教育のあり方についての実践研究を進め、その成果を踏まえ改めて再編の方向性を検討
します。

所管部署

さくら小の重複障害特別支援学級の今後の
あり方の検討

学事課

教育改革推進担当・
教育相談センター・指導課

進捗状況を踏まえての次年度の方向性
●さくら小の重複障害指導グループの今後のあり方について検討を進める。
●さくら小の重複障害指導グループにおける交流及び共同学習などの研究を継続する。

さくら小の重複障害特別支援学級
における交流及び共同学習の研究

大戸小及び稲田小の重複障害特
別支援学級の養護学校分教室へ
の移行に伴う教育課程の検討実施
と施設整備の完了

中央支援学校小学部分教室における障害
特性に応じた専門的な教育と交流籍等によ
る小学校との交流及び共同学習の推進

●中央支援学校小学部分教室における障
害特性に応じた専門的な教育と交流籍等に
よる小学校との交流及び共同学習を推進し
た。

　区役所のこども支援室と協働して、保健福祉センターをはじめとする相談・支援機関との連携をさらに強化
し、家庭・地域を含めたトータルな子ども支援を推進します。
　また、障害のある子どもたち（特別な教育的ニーズのある子どもたちを含む）に対して、「個別の教育支援
計画（サポートノート）」を活用し、子どもの心身の状態や教育的ニーズ、学習状況、学校生活の状況、友人
関係などについて、学校と家庭の間での情報共有を促進するとともに、子育てや教育に関する保護者から
の相談の機会を充実させます。

●さくら小における、多様な障害のある児童
が在籍する特別支援学級としての交流及び
共同学習等の研究を進めた。

●部活動にかかる費用の援助を実施

事業の概要
　経済的理由により就学が困難な小学校・中学校・特別支援学校に通う子どもの保護者に対し、教育の機
会均等の理念に基づく就学援助を実施します。

これまでの取組と現状 平成26年度事業目標 平成26年度進捗状況

これまでの取組と現状 平成26年度事業目標 平成26年度進捗状況

事業の概要

電話、来所相談における相談員の研修など
による教育相談事業の充実及び相談・支援
機関との連携の推進

●電話・来所等の各教育相談事業の充実を
図るため、相談員の連絡会議・研修会等を
行った。また、学校や関係諸機関との連絡
会議を開催し、情報交換を行うなど連携を
推進した。

・電話、来所相談における相談員
の研修などによる教育相談機能の
充実
・学校や関係機関との連絡会議に
よる相互の連携の推進

進捗状況を踏まえての次年度の方向性
●各区において、スクールソーシャルワーカーと保健･福祉機関等との連携を一層進め、課題を抱える児童生徒･保護者に寄り
添ったきめ細やかな支援の充実をめざす。

スクールソーシャルワーカーの活
用、区役所の保健福祉分野との連
携強化による児童生徒の問題解決
に向けたきめ細やかな支援の実施

スクールソーシャルワーカーの活用、区役
所の保健福祉分野との連携強化による児
童生徒の問題解決に向けたきめ細やかな
支援の実施

●保健･福祉機関等との連携など、スクール
ソーシャルワーカーの活用を図りながら、い
じめ･不登校･児童虐待などの課題を抱えた
児童生徒の相談支援を進めた。



重点施策１
かわさき教育プラン-重点施策評価シート（平成26年度）その２

●「かわさき教育プラン」に例示されている指標の推移

50.6％

目標値 35％ 35％ 35％

実績値 51.7％ 52.0％ 51.0％

46.2％

指標名 （中学校）

35％

実績値 47.2％ 51.5％ 51.6％

指標名 （小学校）

目標値 40％ 40％ 40％ 40％

指標の定義
・指標式（単位）

教研式Ｑ－Ｕアンケート、集団のおける人間関係の調査から学級満足群を算出　目標値＝全国平均と比較

年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

39.3％

指標名
教研式Ｑ－Ｕアンケート実施による学級生活満足
群の割合（単年度同一集団で計測）

数値の出典 教研式Ｑ－Ｕアンケート

実績値 38.4％ 39.3％ 53.0％

指標名 （中学校）

目標値 35％ 35％ 35％ 35％

46.2％

目標値 45％ 45％ 45％

実績値 43.8％ 46.2％ 48.9％

45％

指標名 （小学校）

年度 平成23年度

指標の定義
・指標式（単位）

市独自アンケート(効果測定)の調査をクロス集計し、２次元プロットに集計、子どもたちのポジティブ活躍群(標準偏
差値　スキル≧50、信頼感≧50)の割合

平成24年度 平成25年度 平成26年度

指標名
かわさき共生＊共育プログラム実施によるポジ
ティブ活躍群の割合（単年度同一集団で計測）

数値の出典
かわさき共生・共育効果
測定アンケート

数値の出典

0.53％

4.05％

通級している中学３年生の進学及び就職先決定の割合

3.44％

0.58％

実績値

92.8％

目標値
アンケートにおける平均

点0.2上昇

実績値

22.23⇒22.44
0.21上昇

指標名

年度 平成23年度

指標の定義
・指標式（単位）

重点施策１ 共に生き、共に育つ環境を創り、心を育む

目標値

かわさき共生＊共育プログラム実施による社会性
（言語的解決スキル）の上昇

数値の出典

93.7％

年度

平成24年度

3.79％

（小5）

平成26年度

0.49％

（中２）

平成23年度

ゆうゆう広場通級者の進路決定時における進学及
び就学の決定

平成24年度

指標名 不登校児童生徒の出現率

4.4％以下4.4％以下

指標名

目標値 4.4％以下

学校基本調査

0.34％

指標の定義
・指標式（単位）

何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、連続又は継続して３０日以上欠席した児童
生徒数 /  児童生徒数

年度

指標名

平成25年度

指標の定義
・指標式（単位）

0.4％以下

数値の出典

0.4％以下

指標名

22.70⇒23.25
0.55上昇

実績値

0.4％以下目標値 0.4％以下

実績値 3.7％

90％以上90％以上

平成23年度

23.25⇒22.70
0.55低下

平成25年度 平成26年度

かわさき共生・共育効果
測定アンケート

かわさき共生＊共育プログラム４～６時間指導後に効果測定(子どもの行動様式や集団へのかかわり方等の調査)
を実施し、その中の７項目(言語的解決スキル)の上昇を市平均として算出

アンケートにおける平均点
0.2上昇

アンケートにおける平均
点0.2上昇

平成24年度

アンケートにおける平均
点0.2上昇

22.44⇒22.70
0.26上昇

90.3％

90％以上

平成26年度

センター事業報告書

4.4％以下

90％以上

97.6％

平成25年度


